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⼤阪広域⽔道企業団と岸和⽥市・⼋尾市・富⽥林市・和泉市・柏原市・⾼⽯市・東⼤阪市との 
⽔道事業の統合に向けての検討、協議  統 合 案 の 概 要  

 
 Ⅰ．はじめに 

 

 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ．施設整備計画（定量的メリット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

上記 No.の詳細は、参考１ 「施設整備計画（詳細）」 参照  

 Ⅱ．⽔需要予測   

検討方針

企業団と統合する際の42市町村共通の条件（抜粋）
水道施設及び経営に関する主な課題

※ 縮減効果欄は令和３～42 年度（40 年間）の単独ケースに対する 

統合ケースの縮減額を表す。 

企業団における広域化について 水需要予測結果
給水収益の⾒通し

統合後の施設の最適配置と効果

職員数の現状と建設投資額の⾒通し

● アセットマネジメントの考え方に基づき、適切な期間（更新基準年数）で更新

● 自己水源は原則存続

● 水需要予測に基づいたダウンサイジングを考慮

● 府補助金を最大限活用し、将来の値上げ抑制に努める

● 施設の最適配置について検討し、更新費用及び維持管理費用の縮減を図る

２）事業運営体制に関する方針
● 業務の一元化や外部委託化等、業務の効率化に努める

● 企業団の組織力を活用し、事業運営体制の強化に努める

１）水源、水道施設及び経営に関する方針

● 新規サービスの導入等によりお客さまサービスの維持・向上に努める
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 Ⅳ．事業運営体制（定性的メリット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅴ．経営計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営シミュレーションにより、将来の水道料金の値上げ抑制ができることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営シミュレーション結果の詳細は、参考２ 「経営シミュレーション結果」 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅶ．今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅵ．まとめ 

各部門の考え方とそのメリット

    ※統合検討協議を行っている団体の議会 
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 施設整備計画（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 

団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

善根寺高区受水槽 ・ 受水槽の廃止

・ 連絡管の整備
（直結増圧ポンプ含む）

・ 配水池の廃止

水走配水場
・ 既設の水走配水場を廃止し、

統合配水池を築造

菱屋西配水場 ・ 配水場の廃止

❸ 集中監視制御設備の集約（東部）
・ 集中監視制御設備の集約

（水走配水場へ集約）

整備内容

東
大
阪
市

❶ 既存施設を廃止し、
ポンプ設備を設置

善根寺高区配水池

❷ 統合配水池（既存施設
の統廃合）を整備

1

1

2

2

3

3

団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

・ 既設の北部低区配水池を
廃止し、統合配水池を築造

・ 連絡管の整備

神立加圧
ポンプ場

・ 加圧ポンプ場の廃止

神立配水池 ・ 配水池の廃止

❸
・ 集中監視制御設備の集約

（東大阪市　水走配水場へ
集約）

高安受水場
・ 受水場を八尾市と柏原市の

共同施設に位置づけ

南部低区
配水池

・ 配水池を八尾市と柏原市の
共同施設に位置づけ

八
尾
市

❺
連絡管を整備
し、既存施設を
共同化

整備内容

❹
統合配水池
（既存施設の
統廃合）を整備

北部低区
配水池

集中監視制御設備の
集約（東部）

1

2

1

2

1

2

3

団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

高安受水場
・ 受水場を八尾市と柏原市の

共同施設に位置づけ

南部低区
配水池

・ 配水池を八尾市と柏原市の
共同施設に位置づけ

・ 連絡管の整備

・ 受水場の廃止

柏
原
市

❺
連絡管を整備
し、既存施設を
共同化

今町受水場

整備内容

1

2

4

3

団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

・ 連絡管の整備
（直結増圧ポンプ含む）

・ 配水池・高架水槽の
廃止

・ 連絡管の整備

・ 配水池の廃止

彼方配水池 ・ 送水ポンプの廃止

・ 連絡管の整備

・ 配水池の廃止

・ 連絡管の整備

・ 配水池の廃止

竜泉ポンプ場 ・ ポンプ場の廃止

竜泉調圧水槽
・
・

既設配水池の更新
連絡管の整備（配水ポ
ンプ含む）

公園ポンプ場 ・ ポンプ場の廃止

整備内容

❼
連絡管を整
備し、既存施
設を廃止

嶽山配水池

嶽山第二
配水池

富
田
林
市

❻
既存施設を
廃止し、連絡
管及びポンプ
設備を設置

喜志配水池・
高架水槽

低区配水池

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7
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団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

・ 既設の赤山配水場を廃止し、
統合配水池を築造

・ 連絡管の整備

今木配水場 ・ 配水場の廃止

・ 連絡管の整備
（直結増圧ポンプ含む）

・ ポンプ場の廃止

❿ 集中監視制御設備の集約（阪南）
・ 集中監視制御設備の集約

（流木浄水場へ集約）

整備内容

相川ポンプ場

岸
和
田
市

❽
統合配水池（既存
施設の統廃合）を
整備

赤山配水場

❾
既存施設を廃止
し、ポンプ設備を
設置

1

1

2

3

2

4

団体名 No. 事業項目 対象施設 凡例

・ 連絡管の整備

・ 配水場の廃止

❿ 集中監視制御設備の集約（阪南）
・ 集中監視制御設備の集約

（岸和田市　流木浄水場へ集約）

整備内容

和
泉
市

⓫ 連絡管を整備し、
既存施設を廃止

山荘配水場

1

1

2

団体名 No. 事業項目 対象施設 整備内容 凡例

⓬
統合配水池（既存
施設の統廃合）を
整備

高石配水場
・ 既設の1号～5号池を廃止し、

統合配水池を築造

❿ 集中監視制御設備の集約（阪南）
・ 集中監視制御設備の集約

（岸和田市　流木浄水場へ集約）

高
石
市

1

2
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 経営シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 

・供給単価 ９円/㎥抑制（R42 単独︓248 円/㎥・統合︓239 円/㎥） 
・料⾦改定時期 ４年延期（単独 R20⇒統合 R24） １年延期（単独 R32⇒統合 R33） 

・供給単価 13円/㎥抑制（R42 単独︓286 円/㎥・統合︓273 円/㎥） 
・料⾦改定時期 1年延期（単独 R16⇒統合 R17 単独 R23⇒統合 R24） 

・供給単価 8円/㎥抑制（R42 単独︓439 円/㎥・統合︓431 円/㎥） 

・供給単価 ９円/㎥抑制（R42 単独︓333 円/㎥・統合︓324 円/㎥） 
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・供給単価 12円/㎥抑制（R42 単独︓291 円/㎥・統合︓279 円/㎥） 
・料⾦改定時期 3年延期（単独 R11⇒統合 R14） 

・供給単価 ２円/㎥抑制（R42 単独︓223 円/㎥・統合︓221 円/㎥） 
・料⾦改定時期 1年延期（単独 R11⇒統合 R12 単独 R35⇒統合 R36） 

・供給単価 12円/㎥抑制（R42 単独︓392 円/㎥・統合︓380 円/㎥） 


